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建設工事統計調査の体系

（１）
建設工事
施工統計調査
（年次調査）

①施工調査票
建設工事の完成工事高に加え、就業者数や経費、販売
費及び一般管理費、材料費等の付加価値額なども総合
的に把握

【無作為抽出（全数階層あり）】

②動態調査票甲（共通）
建設業者の建設工事受注動向を月次で把握

【無作為抽出（全数階層あり）（動態調査票乙の対象者として、国土交通大臣

が指定した業者を含む）】
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（２）
建設工事
受注動態統計調査
（月次調査）

③動態調査票乙
発注者別・工事種類別の月間受注高、施工場所別の
月間受注高、月間施工高・月末の手持ち工事高を把
握

【国土交通大臣が指定した大手建設業者49社を有意抽出】



＜調査範囲＞ 建設業法に基づく許可を受けて建設業を営む者
＜調査事項＞
① 施工調査票 ：資本金又は出資金、業態別工事種類、就業者数、年間完成工事高、兼業売上高、国内建設工

事の年間受注高、建設業の付加価値額及び原価、都道府県別元請完成工事高 等
② 動態調査票甲：月間受注高、公共機関からの受注工事（工事名、施工場所、受注形式、請負契約額 等）、民間等からの

受注工事（工事名、施工場所、請負契約額 等）等
③ 動態調査票乙：発注者別・工事種類別の月間受注高、施工場所別の月間受注高、月間施工高・月末の手持ち工事高

＜報告者数＞
① 施工調査票 ：約11万業者（無作為抽出（全数階層あり））
② 動態調査票甲：約12,000業者（無作為抽出（全数階層あり）・大手指定建設業者49社を有意抽出）
③ 動態調査票乙：49業者（大手指定建設業者を有意抽出）

＜調査方法＞ 郵送調査、調査員調査、オンライン調査（電子メール）で実施
＜調査周期、公表＞
① 施工調査票 ： 年次、 毎年度末に公表
② 動態調査票甲 ： 月次、 調査月の翌々月の10日前後に公表
③ 動態調査票乙： 月次、 調査月の翌月の末日に公表

建設工事統計調査の概要

建設工事及び建設業の実態を明らかにし、建設行政等に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
調査の目的

調査の概要

・産業連関表（建設部門）の基礎データ（施工調査票）
・建設工事受注動態調査、建築物リフォーム・リニューアル調査など、他の統計調査の母集団情報（施工調査票）
・月例経済報告（公共投資）、建設総合統計の基礎データ（動態調査甲）
・建設資材・労働力需要実態調査の母集団情報（動態調査票甲）

主な利活用
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建設工事受注動態統計調査における誤報告の概要

＜経緯＞

建設工事受注動態統計調査において、令和５年度における調査対象企業１者の回
答に誤報告を発見したため、内閣府を始めとする関係機関に一報を入れつつ、令和６
年６月11日に同統計調査の公表値を訂正した。

＜誤報告の内容＞

当該企業１者が、本来、受注月（１ヶ月）のみ当該受注額を報告すべきであった
が、工事が完了するまで同額を毎月報告する必要があると誤認し、６ヶ月にわたって
重複して報告等を行っていた。

＜対応＞

・調査対象者と都道府県に対し、誤記入防止の「ガイド」（留意点を赤字で強
調）を再送付（7/12までに送付）

・建設業団体（全国建設業協会、建設産業専門団体連合会）に対し、会員企業
に同「ガイド」を周知するよう依頼済（7/4までに連絡）

・調査対象者、都道府県、建設業団体に対し、記載方法を分かりやすくした
「冊子（記入の手引）」と注意喚起の記載を追記した「調査票」を９月下旬に
送付予定
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5

誤記入防止のガイドの周知
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記入の手引き及び調査票における追記①
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記入の手引き及び調査票における追記②



建設工事受注動態統計調査の誤報告対策の対応状況

○ 誤回答の防止と回答内容をより簡便に確認する観点から検討中であり、その方向性は以下のとおり

① オンライン回答システムを来年度から本格的に運用し、回答業者が調査票の入力段階で誤記入を防止できる
ようにするほか、誤報告の疑いのある数値を検知できる仕組みの導入 （同システムへのアクセスを容易にする
QRコードの導入を含む）

② 前月や前年同月の回答内容との比較により、誤報告の疑いのある数値等を特定する方法

③ 疑義のある回答内容を回答業者に照会する際、回答業者への負担感が少なく、疑義の有無を確実に確認でき
る質問内容のあり方

２ 誤報告の疑いのある数値を確認できる仕組みの導入

１ より分かりやすい説明資料による周知の徹底

○ 調査対象者と都道府県に対し、誤記入防止の「ガイド」（留意点を赤字で強調）を再送付済 （7/12までに送付）

○ 建設業団体（全国建設業協会、建設産業専門団体連合会）に対し、会員企業に同「ガイド」を周知するよう依頼済
（7/4までに連絡）

○ 調査対象者、都道府県、建設業団体に対し、記載方法を分かりやすくした「冊子（記入の手引）」と注意喚起の記
載を追記した「調査票」を９月下旬に送付予定

統計品質改善会議における助言をいただきながら、誤報告に関する改善策の本年内の中間整理に向け、以下
の３つの柱に沿って取り組んでいるところ。

３ 標本抽出等のあり方の検討

○ 統計品質改善会議の審議を通じて、標本抽出等の現状を整理するとともに、特定の回答業者の回答内容によっ
て大きな影響を受けない標本抽出や算出方法のあり方について検討中
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令和６年８月３０日 統計品質改善会議資料


